
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再評価の視点等 
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１． 再評価の目的 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２． 評価の視点 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、

再評価を実施する。再評価は、事業採択後一定期間を経過した後も未着工

である事業、事業採択後長期間が経過している事業等の評価を行い、事業

の継続にあたり、必要に応じその見直しを行うほか、事業の継続が適当と

認められない場合に事業を中止するものである。 

（国土交通省所管公共事業の再評価実施要領 H15.3.31 より） 

○ 事業の必要性 

1) 事業の進捗状況 

再評価を実施する事業の進捗率、残事業の内容等。 

2) 事業を巡る社会経済情勢等の変化 

事業採択の際の前提となっている需要の見込みや地元情勢の変化等

事業を巡る社会経済情勢等の変化状況等。 

3) 事業の投資効果 

事業の投資効果やその変化。原則として費用対効果分析を実施する。 

○ 事業の進捗の見込みなど（コスト縮減を含む） 

事業の実施のめど、進捗の見通し、コスト削減の可能性等。 

（国土交通省所管公共事業の再評価実施要領 H15.3.31 より） 



再 評 価 実 施 フ ロ ー 及 び 評 価 対 象 事 業

再 評 価 対 象 事 業

① ：事 業 採 択 後 5 年 を 経 過 し 、未 着 工 の 事 業
② ：事 業 採 択 後 1 0 年 を 経 過 し 、継 続 中 の 事 業
③ ：事 業 採 択 前 の 準 備 ･ 計 画 段 階 で 5 年 間 が 経 過 し て い

る 事 業
④ ：再 評 価 実 施 後 ５年 が 経 過 し て い る 事 業
⑤ ：社 会 的 状 況 の 急 激 な 変 化 等 に よ り 、再 評 価 が 必 要 と

判 断 し た 事 業

再 評 価 対 象 事 業
京 都 市 道 高 速 道 路 １号 線 （新 十 条 通 ）［上 記 ② に 該 当 ］

再 評 価 に 係 る 資 料 の 作 成 及 び
対 応 方 針 （ 原 案 ） の 作 成 ［事 務 局 ］

事 業 評 価 監 視 委 員 会 の 審 議

対 応 方 針 （原 案 ）に 対 す る 審 議

（公 団 ）

意 見 の 具 申

対 応 方 針 （案 ） の 作 成

対 応 方 針 の 決 定 ( 国 交 省 ）

（国 土 交 通 省 所 管 公 共 事 業 の 再 評 価 実 施 要 領 に 基 づ くH15 .3 .31）




